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資料編 

１ 計画の策定経緯 

年 月 日 会議名等 内 容 

平
成
30
年 

4 月 9 日 第１回子ども・子育て会議 ・子ども・子育て支援アンケートについて 

8 月 28 日 第６回子育てママ応援会議 ・子ども・子育て支援アンケートについて 

11 月 15 日 第９回子育てママ応援会議 ・子ども・子育て支援アンケートについて 

11 月 19 日 厚生環境常任委員会正・副委員長報告 ・子ども子育て支援アンケート（案）について 

11 月 22 日 第２回子ども・子育て会議 
・第１期計画の平成 29 年度の実施状況につ
いて 

・子ども・子育て支援アンケート（案）について 

12 月 7 日 
～1 月 7 日 子ども・子育て支援アンケート 

・就学前子どもの保護者 1,500 件配布、762
件回収（回収率 50.8％） 

・小学生の保護者 1,500 件配布、833 件回
収（回収率 55.5％） 

平
成
31
年 

1 月 28 日 第 10 回子育てママ応援会議 ・保育士確保のための取組について 

2 月 19 日 第２回保健福祉調査研究委員会 ・第１期計画の平成 29 年度の実施状況につ
いて 

2 月 25 日 第３回子ども・子育て会議 ・子ども・子育て支援アンケート調査結果概要
について 

3 月 28 日 第 11 回子育てママ応援会議 ・保育士確保のための取組について 
・幼児教育・保育の無償化 

令
和
元
年 

5 月 20 日 第 12 回子育てママ応援会議 
・子ども・子育て支援アンケート調査結果について 
・子育て支援に関する情報発信について 
・子育てと仕事の両立について 

5 月 27 日 第１回子ども・子育て会議 ・子ども・子育て支援アンケート結果について 
・幼児教育・保育の無償化について 

7 月 11 日 第１回庁内検討会議 ・策定方針について 
・内容確認 

7 月 22 日 第２回子ども・子育て会議 
・第１期計画の概要について 
・「子育てするなら、千歳市」の政策について 
・教育・保育施設等の現状と今後の方針につ
いて 

7 月 24 日 第 13 回子育てママ応援会議 ・第２期計画素案作成に関わる意見について 

8 月 1 日 第 14 回子育てママ応援会議 ・第２期計画の愛称について 
・保育士就職相談窓口の愛称について 

8 月 7 日 第２回庁内検討会議 ・新規事業について 
・子育てママ応援会議からの意見について 

8 月 28 日 第 15 回子育てママ応援会議 ・第２期計画の愛称について 
・保育士就職相談窓口の愛称について 
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年 月 日 会議名等 内 容 

令
和
元
年 

9 月 17 日 第３回庁内検討会議 

・第１期計画における各施策の評価・検証結
果について 

・新規事業について 
・保育の提供区域について 
・体系図について 

9 月 20 日 第 16 回子育てママ応援会議 ・第２期計画の愛称について 

9 月 25 日 第３回子ども・子育て会議 
・第１期計画の評価及び意見集約について 
・第２期計画の愛称の確認 
・保育定員の拡大について 

10 月 25 日 第 17 回子育てママ応援会議 ・第２期計画策定に向けた意見への回答につ
いて 

11 月 1 日 第４回庁内検討会議 
・第２期計画（素案）と概要版について 
・第１期計画からの変更点について 
・体系図と主要施策について 
・量の見込みについて 

11 月 6 日 第４回子ども・子育て会議 
・第１期計画の平成 30 年度の実施状況につ
いて 

・第２期計画の素案について 
・児童館・学童クラブの運営について 

11 月 13 日 第１回保健福祉推進委員会 ・第２期計画（素案）及び概要版について 

11 月 14 日 第５回庁内検討会議 ・個別施策の指標について 
・文言修正について 

11 月 15 日 第１回保健福祉調査研究委員会 ・第２期計画（素案）及び概要版について 

12 月 3 日 厚生環境常任委員会 ・第２期計画（素案）の報告 

12 月 13 日 第６回庁内検討会議 
・個別施策の指標について 
・「子ども・子育て会議」「子育てママ応援会
議」からの意見反映について 

・パブリックコメントについて 
12 月 20 日 

～ 
１月 19 日 

パブリックコメントの実施 意見件数 ３人 計５件 

12 月 26 日 第５回子ども・子育て会議 
（書面会議） ・第２期計画（素案）について 

令
和
２
年 

１月 22 日 第７回庁内検討会議 ・パブリックコメントについて 
・第２期計画最終案について 

１月 23 日 第８回庁内検討会議 ・第２期計画最終案について 

1 月 30 日 第２回保健福祉推進委員会 
・第２期計画案について 
・第１期計画の平成 30 年度の実施状況につ
いて 

1 月 31 日 第６回子ども・子育て会議 ・第２期計画案について 

2 月 17 日 第２回保健福祉調査研究委員会 
・第２期計画案について 
・第１期計画の平成 30 年度の実施状況につ
いて 

3 月 3 日 厚生環境常任委員会 ・第２期計画案の報告 



資料編  

- 159 - 

２ パブリックコメントの結果概要 
 

案件名 
第２期千歳市子ども・子育て支援事業計画 
～ちとせっこの笑顔きらきら大作戦～（素案）について 

意見募集期間 令和元年 12 月 20 日（金）～令和２年１月 19 日（日） 
意見の件数 ５件（提出者３人） 

意見の取り扱い 
（対応内容の分類） 

① 案を修正するもの ０件 
② 既に案に盛り込んでいるもの １件 
③ 今後の参考とするもの ４件 
④ 意見として伺ったもの（案件に直接関係がないため） ０件 

意見の受け取り方法 

電子メール ２人 
郵便 ０人 
ファクシミリ ０人 
意見箱 １人 
直接持参 ０人 
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３ 千歳市子ども・子育て会議条例 
平成25年３月25日条例第12号 

千歳市子ども・子育て会議条例 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77 条第１項の規定に基づき、市長の附属

機関として、千歳市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。ただし、市長が必要があると認めるときは、

特別の事項を調査審議させるため、子育て会議に臨時の委員を置くことができる。 

２ 委員及び臨時の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 子どもの保護者 

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

(4) その他市長が必要と認める者 

 

（任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うもの

とする。 

４ 臨時の委員の任期は、当該事項の調査審議が終了したときまでとする。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（専門部会） 

第５条 専門的な事項を調査審議するため必要があるときは、子育て会議に専門部会を置くことができ

る。 

 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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４ 千歳市子ども・子育て会議の委員名簿 

氏 名 所属・役職等 備 考 

吾
あず

田
た

 富士子
ふ じ こ

 
学校法人 藤学園 
藤女子大学（花川キャンパス） 教授 会長 

石岡
いしおか

 くに
く に

子
こ

 ちとせ療育教室はる 代表 副会長 

磯貝
いそがい

 孝
たかし

 青葉幼稚園 園長 千歳市私立幼稚園連合会からの推薦 

板垣
いたがき

 愛
あい

 子育てサークル「どんぐり」代表   

大
おお

関
ぜき

 恵
けい

子
こ

 市民協働団体 ｌｉｎｋ～つなぐ 代表 「つどいの広場」の市民協働事業団体 

大前
おおまえ

 江津
え つ

美
み

 北斗認定こども園 主幹保育教諭 千歳市私立保育所連合会からの推薦 

小
お

川
がわ

 真
ま

智
ち

子
こ

 千歳幼稚園 教諭 千歳市私立幼稚園連合会からの推薦 

兼
かね

平
ひら

 尚
なお

子
こ

 民生委員児童委員 千歳市民生委員児童委員連絡協議会
からの推薦 

河
かわ

岸
ぎし

 由
ゆ

里
り

子
こ

 かうんせりんぐるうむ かかし 代表   

斉藤
さいとう

 創
そう

 子どもの保護者 公募委員 

三
さ

溝
みぞ

 昌
まさ

宏
ひろ

 NPO 法人北陽保育園 園長 千歳市小規模保育事業団体からの推薦 

西
にし

 博
やす

康
ひろ

 千歳みどりの保育園 園長   

松澤
まつざわ

 菜
な

緒
お

 子どもの保護者 公募委員 

三
み

浦
うら

 朋
とも

美
み

 （有）ナイスケア 代表取締役   

村
むら

田
た

 勢
せ

津
つ

子
こ

 認定こども園つくし保育園 園長 千歳市私立保育所連合会からの推薦 

桃
もも

井
い

 香
か

織
おり

 子どもの保護者 公募委員 

※令和元年７月１日現在・50音順 
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５ 千歳市子育てママ応援会議設置要綱 
（設置） 

第１条  女性が子育てしながら働ける環境と、子どもたちを健やかに育てることのできるまちの実現

に向けて、仕事や家庭、地域社会など働く女性を取り巻く様々な社会環境や既存制度を、女性の視点

で官民一体となって検討するため、千歳市子育てママ応援会議（以下「応援会議」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第２条 応援会議は、次の事項を所管する。 

(1) 子育て中の女性の活躍促進及び支援に関すること。 

(2) その他子育て中の女性の活躍促進に必要な事項に関すること。 

２ 応援会議は、子育て中の女性の活躍を促進及び支援するための施策について、市に提言することが

できる。 

 

（組織） 

第３条 応援会議は、委員 12 人以内をもって組織する。ただし、市長が必要があると認めるときは、

応援会議に臨時の委員を置くことができる。 

２ 委員及び臨時の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が選任する。 

(1) 現に子育て中又は今後子育てをしようとする当事者 

(2) 子育て中の女性の就労に関わる者 

(3) その他市長が必要と認める者 

 

（設置期間） 

第４条 応援会議の設置期間は、平成32年３月31日までとする。 

 

（座長） 

第５条 応援会議に座長を置き、座長はこども福祉部長とする。 

 

（会議） 

第６条 応援会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。 

２ 座長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。 

  

（報酬） 

第７条 委員に対する報酬は、支払わない。 

 

（庶務） 

第８条 応援会議の庶務は、こども政策課において行う。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、応援会議の運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。 
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６ 千歳市子育てママ応援会議の委員名簿 

氏 名 所属・役職等 

黒
くろ

住
ずみ

 千
ち

絵
え

 株式会社ダイナックス（元千歳市子ども・子育て会議委員） 

伝
でん

庄
しょう

 彩
あや

子
こ

 子育てサークル「ニコニコザウルス」 代表（千歳市子ども・子育て会議委員） 

高
たか

岸
ぎし

 照
てる

美
み

 認定こども園つくし保育園（千歳市私立保育所連合会推薦） 

福
ふく

地
ち

 真
ま

奈
な

 千歳科学技術大学 理工学部（千歳科学技術大学推薦） 

斉
さい

藤
とう

 創
そう

 美容室「HAIR POINT すみれ本店」 店長 

小
お

山
やま

 育
いく

子
こ

 陸上自衛隊東千歳駐屯地 

河
かわ

内
う ち

 留
る

美
み

 陸上自衛隊北千歳駐屯地 

宮
みや

城
ぎ

 優
ゆう

子
こ

 航空自衛隊千歳基地 

渡
わた

部
べ

 佳
か

織
おり

 千歳公共職業安定所 

上
かみ

政
まさ

賴
より

 昌
まさ

弘
ひろ

 「千歳市パパの会」 副代表（千歳市企画部広報広聴課） 

荒
あら

川
かわ

 綾
あや

 
ちとせイクボス推進本部事務局 
（千歳市総務部主幹（働き方改革推進担当）付） 

【座長】  上
うえ

野
の

 美
み

晴
はる

 千歳市こども福祉部長 
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７ みんなで子育て応援宣言 

千歳市子育てママ応援会議の成果として、令和元年 11 月 12 日に、市民の皆さんとともに、

「みんなで子育て応援宣言」を採択しました。 

この宣言は「子育てするなら 千歳市」のキャッチフレーズのもと、千歳市が子育てにやさ

しいまちであるように、また、本宣言が市民の方々の支えになるよう採択したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ サブタイトル「ちとせっこの笑顔きらきら大作戦」の作成 

「第２期千歳市子ども・子育て支援事業計画」のサブタイトルである、「ちとせっこの笑顔

きらきら大作戦」は、千歳市子育てママ応援会議によって作られたものであり、「千歳の未来

を担う子どもたちが、いつも満面の笑顔できらきらと輝きながら毎日を過ごせるように…」と

いう委員の願いが込められています。 

 

 

 

 

◆ もっと子育てを楽しみながら、みんなで育てます。 

◆ 子育ての悩みを一人で抱え孤立化しないように地域で応援します。 

◆ 気兼ねなく男性・女性が産休育休を取れる職場の環境づくりを推進します。 

◆ お父さんとお母さんの笑顔で子どもを笑顔にします。 

◆ ひとりひとりが子育て全力サポーターとなり、子どもを見守ります。 

◆ 親子が幸せを実感でき、安心して充実した生活ができる、笑顔あふれる千
歳市にします。 
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